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中野区保育施設等のご案内 

 このご案内は、認可保育園・認定こども園（保育園的利用）・地域型保育事業（認可家庭的保育事業、認可小規模

保育事業、認可事業所内保育事業、認可居宅訪問型保育事業）のご案内です。 
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※書類提出締切日までに書類の提出がない場合や書類の内容に不備がある場合は、利用調整( 選考) の対象となりませんので、ご注

意ください。また、不足書類の受付は、区役所３階子ども総合相談窓口のみ( 郵送可) となっております。区役所窓口締切日までに

ご提出ください。 

※利用調整の結果については、区から文書で通知します。電話でのお問い合わせは受け付けておりませんので、ご了承願います。 

Ἑ ⌐ ⅜ ∆╢ │⁸ ─╖ ⅛ ↄ ╛ ╩ ℮ ⅜№╡╕∆⁹ 

⌐ ⱱכⱶⱭכ☺≢ ⇔≡™╢a ─ ה ⅝ ─e ≢⅔ ╠∑⇔╕∆─≢↔ ↄ∞↕™⁹ 

─  

 区役所３階 子ども総合相談窓口( 入園相談担当) ※入園のご相談は区役所窓口のみとなります。 

 β ⌐⌂╡╕∆≤⁸ ⅜ ™√⇔╕∆─≢⁸⅔ ╘⌐↔ ↄ∞↕™⁹ 

■ご案内配布・入園申し込み受付窓口■ 

  ○ 区役所３階 子ども総合相談窓口( 入園相談担当)  

  ○ 地域事務所（南中野、東部、江古田、野方、鷺宮） 

  ○ すこやか福祉センター( 中部、北部、南部、鷺宮)  

※区民活動センターでは、ご案内の配布のみ行っています。 

■郵送でお申し込みされる方■ 

─ ╕≢⌐ ⌐ ⇔√╙─⌐ ╡╕∆⁹ ╩╙∫≡⅔ ⇔ ╖ↄ∞↕™⁹ ꜟכⱷה

≢─ │≢⅝╕∑╪⁹ ⌂⅔⁸ ─ ╙ ╕≢≢∆⁹ 

 

問い合わせ・申し込み先 〒164- 8501中野区中野 4- 8- 1 中野区子ども教育部 入園相談担当 

電話 03- 3228- 8960（窓口受付・お問い合わせは平日の 8 時 30分～17時） 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.city.tokyo - nakano.lg.jp  

書類受領のみになります。書類のチェックやご相談
のある方は、直接、区役所へお越しください。 

（平成２８年１１月発行 改） 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
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保育施設の入園申し込みができる方は、保護者の方が次のような事情でお子さんの保育が必要な場合です。 

 ○就労をしている場合 

  ○出産の前後の場合 

  ○病気や障がいがある場合 

 ○親族の方を常時介護・看護している場合 

 ○災害の復旧にあたっている場合 

 ○求職中の場合( 起業準備中も含む。父母ともに求職中は除く)  

 ○就学の場合( 趣味の講座・通信教育・カルチャーセンター等は除く)  

  ○社会的養護が必要な場合 

 ○上記以外で特に保育が必要と認められる場合 

 

■求職中で入園した方■ 

   入園した月の翌々月末日までに就労することが条件となります。 

 ■育児休業中で申し込み、入園した方■ 

   入園した月の翌月１日までに育児休業中の職場に復職することが条件となります。 

 ■その他■ 

   お子さんを集団保育に慣れさせたい、幼児教育を受けさせたいという理由で、認可保育園・認定こども

園( 保育園的利用) ・地域型保育事業の利用申し込みはできません。 

   

 

                               

 

 

クラス 生年月日 

 

クラス 生年月日 

０歳児 平成２７(2015)年４月２日～ ０歳児 平成２８(2016)年４月２日～ 

１歳児 
平成２６(2014)年４月２日～

平成２７(2015)年４月１日 
１歳児 

平成２７(2015)年４月２日～

平成２８(2016)年４月１日 

２歳児 
平成２５(2013)年４月２日～

平成２６(2014)年４月１日 
２歳児 

平成２６(2014)年４月２日～

平成２７(2015)年４月１日 

３歳児 
平成２４(2012)年４月２日～

平成２５(2013)年４月１日 
３歳児 

平成２５(2013)年４月２日～

平成２６(2014)年４月１日 

４歳児 
平成２３(2011)年４月２日～

平成２４(2012)年４月１日 
４歳児 

平成２４(2012)年４月２日～

平成２５(2013)年４月１日 

５歳児 
平成２２(2010)年４月２日～

平成２３(2011)年４月１日 
５歳児 

平成２３(2011)年４月２日～

平成２４(2012)年４月１日 

○入園希望月にかかわらず、４月１日現在の年齢でクラス分けしています。 

○０歳児クラスについては、入園希望月の 1 日に「５７日以上」「６か月以上」「８か月以上」に達し 

ていれば、申し込みができる保育園があります。別紙『保育施設等一覧』をご覧ください。 

⇔ ╖⅜≢⅝╢  

₳ ₴↓ ȭɧȷ  ₳ ₴↓ ȭɧȷ  
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                ǰǵͪ ǲ ǘǦǋǒș ȈȒ  ５～７ページをご覧ください 

 

ֿ ǲ ǮǔȅǠ 

 

   ͪ ǵⱳ ǵר ὑ          Њᶸ Ǟ Ȇ    
詳細は 8～9 ページ              詳細は 9～12 ページ 

                         ○『保育所等利用申込書』等申し込みに必要な書類をそろえ 

    ₈o ₉╩ ↑╢ ₓ            て入園希望月の書類提出締切日までに提出します。 

    『支給認定申請書』に記入してください。  ＊証明書類は発行から 1 か月以内のものを提出して 

   ₒ∆≢⌐₈ ₉╩ ↑≡™╢ ₓ     ください 

○内容に変更がなければ、申請の必要は  ₒ ₓ  

 ありません。              ○区役所３階 子ども総合相談窓口･入園相談担当 

  ○有効期限切れや内容変更がある方は、   ○地域事務所、すこやか福祉センター 

再申請が必要です。            ( 相談不可、不足書類の受付不可)  

                       ₒ ─ ─ ⇔ ╖ₓ 

詳細は 7 ページ 
                                       

  

     
   ○保育の必要性を確認するため、自宅や勤務先への電話や訪問調査を行うことがあります。 

○お子さんの健康・発達状況に応じ、看護師などが面接を行うことがあります。面接を行ったお 

子さんについては、保育施設で特別な支援が必要かどうかを判断するために保育判定会を実施し 

ます。 詳細は 24 ページ 

 

 

                                          ѫ  
         ͪ ǵⱳ ǵר ὑ        保育を必要とする度合い（指数）の高い順に 

決定します。利用調整基準については、13～ 

15 ページをご覧ください。 

                                                   

ὑ ǵ˧̂ 

                      ѫ                              
                         ○入園の結果については郵送いたします。 

   

                         

       

  

   

 

 

 

 

 

 

 

                Њ ᶸ 

 

 

                      

⇔ ╖⅛╠ ╕≢─ ╣ 

 

 

 

 

ЊᶸǮǔǱǒǪǦ  

○入園できなかった場合は毎月、利用調整を行い

ます。 

○申し込み書類は入園申し込みを受理した日か

ら 6 か月後の月の入園申し込みまで有効です。

（例:平成 29 年 5 月 14 日申し込みの場合、平

成 29 年 11 月 13 日が有効期限となるため平成

29 年 11 月入園まで有効となります。） 

○申し込み内容に変更が生じた場合は、「変更届」

の提出が必要です。（書類提出が無く入園後に

虚偽が判明した場合は、入園が取り消しになり

ます。） 

ЊᶸКὑǵ  

○すぐに入園施設等へ電話をしてください。健康診断を

受けていただき、集団保育が可能であることが確認で

き次第、面接を行います。 

※入園日までに面接ができない場合は入園できません。 

※認定こども園と地域型保育事業は、面接後に園（事業

者）と直接契約をもって入園が決定します。 

○入園後しばらくは、保育時間を短くし、お子さ

んが保育施設の生活に慣れるようにしていき

ます。 
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─  

  保護者の方の仕事や病気等で保育が必要な状況にある場合は、次の①②の保育施設の中から選ぶこと 

になります。 

  保護者の方が保育を希望しない場合は、次の③④の教育施設等より選ぶことになります。 

保護者の条件、保育時間や毎日のお迎えなど様々な視点から、利用したい施設を考えてください。 

    

 

 

 

⌂≥ 

ᵑ  

↓≥╙  

 

ᵒ  

ₒ ₓ 

ₒ ₓ 

ₒ (

)ₓ 

ₒ  x

ᵓ ( ≥╙

≡ )  

↓≥╙  

 

ᵔ  

 

≤⌂╢ 

⅔ ↕╪ 

─  

０歳～５歳 ０歳～２歳 

３歳～５歳 

※認可家庭的保育事業及び認可事業所内保育事業

は、特別な支援を要するお子さん(詳細は 24 ペー

ジ)の受け入れはありません。 

※認定こども園をお申し込み予定の方は、必ず 6

ページをお読みください。 

≢⅝╢

─  

就労や病気などのため、お子さんを家庭で保育で

きない方 

(詳細は認定申請・入園申し込み 8～12 ページ） 

条件はありません 

≢⅝╢  

夕方までの保育 

(８～１１時間の保育) 

必要な方には延長保育

も実施 

保育時間・延長保育の実

施状況は施設によって

異なります。 

１４時頃までの教育時間のほか、

教育時間前後や休業日に預かり保

育を実施する園もあります。 

─  

あり 

※認定こども園みずのとう 

  の 3～5 歳クラスは弁当 

持参日があります。 

【認可家庭的保育事業】 

※一部あり 

【認可小規模保育事業】 

 あり 

【認可事業所内保育事業( 地

域枠) 】 

 あり 

【認可居宅訪問型保育事業】 

なし 

各施設が設定 

─ ╘  

保育施設等利用調整基準( 詳細は 13～15 ページ)

により、指数の高い方から入園を決定します。認

定こども園・地域型保育事業の入園は、区の利用

調整を経て園と契約することで決定します。 

 区が所得に応じて設定 詳細は 16～19 ページ 区が所得に応じて設定 各施設が設定 

⌐ ∆

╢ ™ ה∑╦

 

入園相談担当 

※保育施設の保育内容については各施設へ 
各施設へ 

 ※ 私立幼稚園と認定こども園の一部、認証保育所および認可外保育施設には補助金制度があります。 

詳細は保護者負担公平化担当へお問い合わせください。（問い合わせ先は 31 ページ参照） 

※ このご案内は、認可保育園・認定こども園・地域型保育事業を中心に作成しています。 

私立幼稚園や認証保育所は、各施設への申し込みです。詳細につきましては、各施設へお問い合わせください。 
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Ẽ区役所で申し込みを受付する保育施設Ẽ 

※別紙『保育施設等一覧』をご覧ください。 

認可保育園 

   就学前までの乳幼児を対象として、保護者が就労などの理由で保育を必要とする場合に乳幼児を保

育することを目的とする施設です。区立保育園、私立保育園ともに国の基準（広さ、保育士数等）を

満たした施設であり、保育の内容については、原則同じです。以下の 3 種類があります。 

１ 区立保育園    中野区が設置・運営している認可保育園 

２ 私立保育園    民間（社会福祉法人・株式会社等）が設置・運営している認可保育園 

３ 公設民営保育園  中野区が設置し民間が運営している認可保育園 

認定こども園 

保育園機能と幼稚園機能の両方を一体的に提供するとともに、地域の子育ての支援事業を実施する施

設です。 

認可保育園とは異なり、保育内容に独自性がある場合や区設定の保育料以外に、各園で教育充実等の

ための上乗せ徴収を行う場合があります。必ず園の特色を理解した上でお申し込みください。 

認定こども園みずのとう(幼稚園型認定こども園)を申し込む場合は、「事前見学」と園で配布している

「留意事項チェックシート」の提出が必要です。 

※認定こども園みずのとうをお申し込み予定の方は、必ず 12 ページをお読みください。 

地域型保育事業（区認可事業） 

０～２歳児の乳幼児に対する保育事業としての年齢制限のある保育園です。 

中野区在住が利用の条件となりますので、区外に転出した場合は、転出した月の月末で退園となり、 

引き続き通園はできません。 

  ₒ ₓ 

     保育士等の資格を持つ者、又は、保育に必要な一定の研修を修了した者が、自宅等で生後５７日

から２歳児の健康なお子さんをお預かりする施設です。家庭的な雰囲気のもとで、少人数（定員３

～５人以下）を対象にきめ細かな保育を行います。 

     月に 1 回程度の休暇及び事業者の研修等で保育を実施できない場合は、連携施設等での代替保育

を行います。 

※ハッピークレヨン（斉藤）、ひまわり保育ルーム（市瀬）は平成 29 年 6 月より、すずめのおやど

保育室（島村）、昼間のおうち（西嶋）、Hiro’s ベビールーム（北上）は平成 29 年 7 月より給食

を開始します。 

※特別な支援を要するお子さん(詳細は 24 ページ)の受け入れはありません。 

   ₒ ₓ 

     保育士及び保育に必要な一定の研修を修了した保育従事者を配置し、小規模（定員６～１９人）

な環境で保育を行います。Ａ型（全員保育士）、Ｂ型（保育士 5 割以上）の２類型があります。 

ₒ ₓ 

     事業所の従業員の子どもを保育する施設において、地域の子どもを受け入れるための定員枠(地域

枠)を設けて保育を実施しています。 

※特別な支援を要するお子さん(詳細は 24 ページ)の受け入れはありません。 

ₒ ₓ 

 障害や疾病等により医療的ケアが必要で、集団保育が著しく困難な乳幼児を、乳幼児の自宅にお

いて 1 対 1 で保育します。 

※給食はありませんので、お弁当や離乳食、ミルクはご用意ください。 
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事業終了のお知らせ 

○中野２丁目保育室は平成２９年度をもって事業を終了します。 

    今年度をもって終了するため、新入園児の募集は行っておりません。 

※中野区在住が条件となりますので、区外に転出した場合は、転出した月の月末で退園となり、引き

続き通園はできません。 

 

■保育施設見学■ 

 見学を希望する場合は、事前に各施設へ直接電話をして下さい。 

保育や行事、感染症が流行している時など、各施設の状況により対応できない場合がありますので、予め

ご承知おきください。 

※民営化予定の大和保育園と南台保育園は平成 30年度に仮設園舎に移設します。 

 

Ẽ中野区外の保育施設を申し込む方Ẽ 

必要書類や申込締切日が自治体によって異なります。必ず申し込み先の自治体にご確認ください。 

中野区に住民登録のある方の申込書類提出先は、中野区の入園相談担当です。希望園のある自治体の締切

日１週間前（必着）までにご提出ください。 

○中野区から転出予定でお申込みされた方 

入園の可否にかかわらず、転出後に転出先の自治体で改めて申込み手続きが必要です。 

手続きを行わない場合は入園内定が取り消されることがあります。 

○中野区から転出予定のない方 

お子さんの年齢等により申し込みを制限していることがあります。必ず申し込み先の自治体にご確認くだ

さい。 

 

Ẽ区外から中野区の保育施設を申し込む方Ẽ 

申し込みに必要な書類（9～12 ページ）をご確認ください。 

申し込み書類を中野区の書類提出締切日の 1 週間前までにお住まいの自治体窓口へご提出ください。 

│⅔ ╕™─ ⅛╠⅔ ╠∑⇔╕∆⁹ 

○中野区へ転入予定の方 

中野区の申込用紙を使用してください。 

転入予定の証明書類として売買契約書または賃貸契約書コピー等、住居に関する書類をご提出ください。

提出がない方は転入予定がない方と同様の扱いとなります。 

 ₒ ⅜ ⇔√ ₓ  

入園月の前月末日までに中野区にて転入( 住民登録の異動) 手続と保育施設の入園申し込み手続きを行

ってください。手続きを行わない場合は入園内定を取り消します。 

ₒ ≢⅝⌂⅛∫√ ₓ 

中野区に転入後も引き続き保育施設の入園を希望される場合は、改めて申し込みが必要です。 

認証保育所以外の認可外保育施設を利用し、保育料の一部補助を申請する場合は保育施設の申し込みが

必要です。詳しくは保護者負担公平化担当(31 ページ参照) へお問い合わせください。 

 

○中野区へ転入予定のない方 

 中野区に転入予定のない方が申込できる施設は、下記のみです。記載のない施設・クラスは申し込みでき

ません。また、特別な支援を要するお子さんは申し込みできません。２４ページをご参照ください。 
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 施設区分など クラスなど 申込条件 備考 

認可保育園 

(区立･公設民営･私立) 

やよいこども園 

3～5 歳児 求職中は不可 

４月入園は２次募集からの選考 

(残１枠は区立園は区民のみ 

私立園は区民優先) 

徳田保育園 0～2 歳児 
練馬区民のみ申込可 

求職中は不可 

４月入園は２次募集からの選考 

(残１枠は区民優先) 

認定こども園みずのとう 

（保育園的利用） 
全クラス 求職中は不可 

事前見学・留意事項チェックシート

（園にて配付）の提出が必須 

 

ה  

認可保育園、認定こども園、地域型保育事業で保育を受けたい方は、保育の必要性に応じた「認定（２号または

３号認定）」の申請が必要です。その後、区から『支給認定証』が交付されます。認定を受けていない方は、認可保

育園等の入園申し込みと同時に申請することができます。 

■支給認定とは■ 

   就学前のお子さんを持つ保護者から申請を受け、認定区分や保育を必要とする事由、保育の必要量

を認定し、施設等を利用する場合にその費用を保護者に給付します。給付は確実に教育・保育の費用

に充てるため直接施設等へ支払われます。（法定代理受領）                                

■保育の必要性の事由と認定期間■ 

認定を受けられるのは、保護者のいずれもが次の事由に該当する場合です。 

   認定する事由・認定期間は、保護者のいずれかの事由となります。 

─ ─   

就労をしている場合 就学前まで 

疾病や障がいがある場合 必要な期間 

親族の方を常時介護・看護している場合 

災害の復旧にあたっている場合 

社会的養護が必要な場合 

出産の前後の場合 最大５か月 出産予定日６週間前 (多胎妊娠の場合は 

１４週間前)から出産８週間後まで 

求職中 ９０日 (入園希望日から起算して９０日目が属する月の月末) 

就学の場合 必要な期間 

上記以外で特に保育が必要と認められる場合 必要な期間 

  ※認定期間中に満３歳になった場合は、３号認定から２号認定へ変更します。 

  ※認定期間中に保育の必要性の事由がなくなった場合、認定は失効します。 

※父母の認定期間が異なる場合は、認定期間の短い方になります。 

 

■保育の必要量■ 

 ─   

保育標準時間 フルタイム就労(原則 1 日につき６時間以上の就労) 最長１１時間 

保育短時間 パートタイム就労(原則 1 日につき６時間未満の就労) 最長８時間 

 ⅔ ↕╪─ ≤ ה ─  

１号認定 満３歳以上で保育を希望しない場合 

２号認定 満３歳以上で保育（保育園・認定こども園）を希望する場合 

３号認定 満３歳未満で保育（保育園・認定こども園・地域型保育事業）を希望する場合 
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  ※出産の前後、社会的養護が必要な場合は保育標準時間とします。 

  ※実際の保育時間は、就労・介護・看護・就学・求職活動等の状況に応じて、保育園と相談して決定

します。 

■支給認定証の交付■ 

   ○支給認定証は、原則、申請のあった日から３０日以内に交付します。 

○認定内容に変更がない場合は、認定期間終了日まで保管してください。 

○保育施設の入園は、保育施設等利用調整基準により決定しますので、『支給認定証』によって入園

に有利・不利は生じません。 

■支給認定証の交付後の変更について■ 

    認定区分や保育の必要量などの認定内容を変更する場合や氏名が変更になった場合などは、別途 

   変更申請が必要となります。 

また、区外へ転出された場合は、転出先で改めて認定の申請をしていただくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

申込必要書類 

○【１】～【８】の書類を全て揃えて、書類提出締切日までに提出してください。 

○申込み後に、状況が変わった場合は１２ページ の書類をご提出ください。 

○在職証明書、受託証明書などの証明書類は発行から 1 か月以内のものを提出してください。 

○申込書などの用紙類は、中野区役所３階子ども総合相談窓口で受け取るほか、中野区のホームページ

からダウンロードすることもできます。（詳細は 31 ページへ） 

    ※認定こども園みずのとうの申し込みに必要な「留意事項チェックシート」は園でのみ配布しています。 

○書類提出締切日までに書類の提出がない場合や書類の内容に不備がある場合は、利用調整の対象とな

りません。 

○虚偽の申し込みは受付できません。また、入園決定後に申込内容の偽りが判明した際は、入園を取り

消す場合があります。 

【１】 ה   ( ⁸ ≤∆╢)  

同時に２名以上のお子さんを申し込む場合は、人数分提出して下さい｡ 

（すでに支給認定証をお持ちの方で、認定証の内容に変更がなく、有効期限内の場合は不要です。） 

【２】  

※受入年齢に達していない入園希望施設の申し込みは対象外となります。 

【３】 ( )ᵑ ᵓ 

同時に２名以上のお子さんを申し込む場合は、「家庭状況書③」お子さんの状況をコピーして人数分提

出して下さい｡ 

【４】 ─ ╩ ≢⅝╢  

父・母分それぞれの書類（ひとり親家庭の場合は一人分）を提出してください。 

※同居の６５歳未満の祖父母や１８歳以上の兄・姉等がいる場合は、同居人の書類も必要です。 
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保護者 
の状況 必要な書類 

就労中 

常勤・パート等で働

いている場合 

（育休中を含む） 

①在職・内定証明書（区様式） 

②直近３か月の就労日数欄に実績の記載がない場合：給与明細のコピーや日

数・支払額の証明書( 提出されるまで調整指数保護者単位②を適用します。)  

③変則勤務の場合は、直近の１カ月分のシフト表または出退勤時間の記録 

自営業・在宅勤務・

内職の場合 

（親族経営を含む） 

①在職・内定証明書及び裏面の就労状況申告書（区様式） 

※就労時間が不規則な場合、月間スケジュール表( 区様式) が必要です。 

②直近の確定申告書( 一表・二表) または源泉徴収票のコピー 

※②の書類をご提出いただけない場合は、仕事内容や資格がわかるもの

( 営業許可証、開業届等) と収入の証明( 報酬の記録( 通帳のコピー等) 、

請負契約書等) が必要です。( 提出されるまで調整指数保護者単位②を適

用します。｢求職中｣になることもあります)  

※出産後に復職した方は①②の書類及び復職後の 1 か月分の収入証明が

必要です。 

疾病 診断書（区様式）  

障がい 障害者手帳等のコピー 

親族の 

介護・看護 

① 被介護・看護者の診断書又は障害者手帳・介護保険被保険者証等のコピー 

② 介護・看護の週間スケジュール（区様式( 在職・内定証明書裏面）） 

出産予定 母子手帳の出産予定日が記載されているページのコピー 

就学 
① 在学証明書のコピー 

② 時間割表等スケジュールの確認ができるもののコピー 

 

【５】保育料を決定するための  

保護者( 父、母) についての住民税額のわかる書類が必要です。下記の表を参考に必要に応じて提出して

ください。生計をともにする扶養義務者（同居の祖父母等）に父・母・子が扶養されている場合は、扶養

義務者の書類も必要です。 

中野区で住民税の決定を受けている方は、住民税額の確認を区で行えるため、原則として税書類は不要

となります。未申告の場合は利用調整で不利になる場合があります。 

╕≢─ ╩ ⇔ ╗ │⁸ ᵑ─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

⅛╠ ╕≢─ ╩ ⇔ ╗ │⁸ ᵒ─ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

在園児がいる場合、再申込みの場合などで既に保育施設の手続きのために入園相談担当に税書類を提出

済の場合は不要です。 

①                

 

 

平成２８年１月１日の居住地 必要書類 

中野区内の方 
税書類は不要です。 

※未申告の場合は至急申告してください。 

日本国内の方 

( 中野区内を除く)  

平成２８年度住民税課税（非課税）証明書（コピー可） 

※平成２８年１月１日にお住まいだった市区町村より発行されます 

海外の方 
平成２７年１月から１２月までの所得を証明するもの 

（勤務先の所得証明、自治体の住民税課税証明書等に相当する書類等） 
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② 

平成２９年１月１日の居住地 必要書類 

中野区内の方 税書類は不要です。 

日本国内の方 

( 中野区内を除く)  

平成２９年度住民税課税（非課税）証明書（コピー可） 

※平成２９年６月以降に平成２９年１月１日にお住まいだった市区町村より発行されます 

海外の方 
平成２８年１月から１２月までの所得を証明するもの 

（勤務先の所得証明、自治体の住民税課税証明書等に相当する書類等） 

 

【６】 ─◖Ⱨכ 

「出産の状態」、「早期新生児期の経過」、「直近の健診結果」、「予防接種」のページのコピーをあらかじ

めとって提出してください。 

   再申し込みの方は「直近の健診結果」、「予防接種」のページのコピーをご提出ください。 

 

【７】∕─ ─  

※該当するものはすべてご提出ください 

状 況 必要書類 

生活保護を受けている方 生活保護受給証明書 

同居の就学前のお子さんを認可外保育施設や

親類等に預けている（認証保育所、幼稚園、社内

託児所、定期利用保育事業、祖父母、知人など） 

受託証明書（区様式） 

※保育施設に限り、受託証明書が発行されるまでは、契約書と
領収書のコピーなどで可 

ひとり親家庭 
死別、離婚、未婚の方 

次のいずれかのコピー 

・児童扶養手当認定通知書・児童扶養手当証書 

・児童育成手当認定兼支払い通知書・( 離婚の) 受理証明書 

・保護者とお子さんの戸籍謄本（全部事項証明） 

上記以外の方 離婚調停書のコピー等 

申し込みのお子さんが障害者手帳等を所持

している( 24ページをご覧ください） 
障害者手帳または愛の手帳のコピー 

生計を一にする家族で障害者手帳、愛の手帳

または精神障害者保健福祉手帳を所持して

いる方がいる 

障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー 

保護者やお子さん、同居の祖父母等が外国籍

の方 

在留カードまたは特別永住者証明書のコピー（表・裏面） 

※就労活動が認められていない在留資格の方は、 

「資格外活動許可書」のコピー 

※上記カードが発行されていない場合はパスポートのコピー 

転出予定先の保育施設を希望する方 
転出予定を証明する書類 

（賃貸借契約書、売買契約書等のコピー） 

書類提出締切日前３カ月以内に転職した方 
退職日を証明する書類 

（離職票や転職前の源泉徴収票のコピー） 

求職中の方 
就職活動を証明する書類 ( 内定証明書( 区様式) やハローワーク

カードのコピー、求職活動報告書( 区様式) 、不採用通知等） 

シフト勤務、変則勤務など不規則な勤務の方 
シフト表 ( 直近の１カ月分)  のコピー 

または月間スケジュール表( 直近の１カ月分)   
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勤務先が複数にわたる方 それぞれの在職証明書( 区様式) と裏面の週間スケジュール 

区立保育園の月ぎめ延長保育が必要な方 

（20・21 ページをご覧ください） 
延長保育利用申込書（区様式） 

「認定こども園みずのとう」( 幼稚園型認定

こども園) を申し込む方 ※１ 

認定こども園みずのとう入園申し込みに関する留意事項チェッ

クシート( 園でのみ配布しています。直接園でお受け取りください)  

居宅訪問型保育事業を申し込む方 
お子さんの症状を確認するための書類（医師の診断書等） 

※集団保育の可否・医療的ケアに関する書類は必ず必要です。 

※書類提出後、追加で書類提出をお願いする場合があります。 

 

【８】 ♩כ◦  

    内容を読み、チェックのうえ署名欄に署名をして提出してください。 

 

※１ 認定こども園みずのとう(幼稚園型認定こども園)入園申し込みに関する留意事項チェックシートに

ついて 

  認定こども園みずのとうは、一部保育園とは異なる内容を実施しています。このため、事前に保育内容

を確認していただいた上で申し込みを受け付けます。 

希望順位にかかわらず、認定こども園みずのとうを申し込む場合にはチェックシートを区に提出してく

ださい。 

チェックシートは認定こども園みずのとうで配布しています。直接園でお受け取り下さい。 

 

申込み後に状況が変わった場合に必要な書類 

申込み後に次の事項に該当したときは、利用調整に関わりますので必ず下記の必要書類を提出してください。 

 状況 必要な書類 備考 

１ 
希望園の変更( 追加・順位変更) をし

たいとき 
変更届( 区様式)  

書類提出締切日までにご提出くださ

い。 

２ 希望園の変更( 削除) をしたいとき 変更届( 区様式)  

書類提出締切日までにご提出くださ

い。締切日後は、結果発送の前にでき

るだけ早くご提出ください。 

３ 転職した場合 

変更届( 区様式)  

退職日の証明 

在職証明書( 区様式)  

至急ご提出ください。次の仕事まで期

間があく場合や指数が下がる場合、育

児休業中に入園が決まった方が元の

会社に復職せずに転職した場合は内

定・入園が取消になります。 

４ 育児休業から復職したとき 復職証明書( 区様式)   

５ 
子どもを認可外保育施設・祖父母等

に預けたとき 
受託証明書( 区様式)  

 

６ 
入園( 転園) の希望がなくなったと

き 

申込の取り下げ、入所承諾の

辞退について( 区様式)  

転園が成立した場合に辞退はできま

せん。 

７ 住所が変わったとき 変更届( 区様式)   

８ 
その他申込み内容( 就職・開業・退

職・氏名等) が変更になったとき 

変更届( 区様式) 、在職証明書

( 区様式) 、戸籍謄本、支給認

定申請書( 区様式) 等 

詳細はお問い合わせください。 
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保育施設等利用調整基準        

保育施設等の利用調整は、書類提出締切日までに提出された書類により、保育を必要とする状況を確認し、「１．基本指数」
と「２．調整指数」により、「世帯の指数」を決定します。この「世帯の指数」が高い方より、「保育が必要」と判断し、入園
の内定をいたします。なお、「世帯の指数」が同点の場合は、「３．同一指数世帯の優先順位」により順位付けを行います。 

１．基本指数( 保護者の状況）      

類型 細目 指数 
保育を利用
できる期間 

就労 

居宅外労働 

 

 ( 就労場所が 

居宅以外にある場合)  

月２０日以上 

( 週５日以上） 

７時間( 週３５時間) 以上の就労を常態 20 

最長 

就学前 

まで 

６時間( 週３０時間) 以上の就労を常態 19 

５時間( 週２５時間) 以上の就労を常態 18 

４時間( 週２０時間) 以上の就労を常態 15 

月１６日以上 

( 週４日以上） 

７時間( 週２８時間) 以上の就労を常態 18 

６時間( 週２４時間) 以上の就労を常態 17 

５時間( 週２０時間) 以上の就労を常態 15 

４時間( 週１６時間) 以上の就労を常態 13 

月１２日以上 

( 週３日以上） 

７時間( 週２１時間) 以上の就労を常態 16 

６時間( 週１８時間) 以上の就労を常態 14 

５時間( 週１５時間) 以上の就労を常態 12 

４時間( 週１２時間) 以上の就労を常態 11 

月 48 時間以上を常態として就労する場合 10  

居宅内労働 

 

 (就労場所が 

居宅にある 

場合) 

中心者 居宅外労働に同じ  

最長 

就学前 

まで 
協力者 

(内職含む) 

月２０日以上 

(週５日以上） 

７時間( 週３５時間) 以上の就労を常態 19 

６時間( 週３０時間) 以上の就労を常態 18 

５時間( 週２５時間) 以上の就労を常態 17 

４時間( 週２０時間) 以上の就労を常態 14 

月１６日以上 

(週４日以上） 

７時間( 週２８時間) 以上の就労を常態 17 

６時間( 週２４時間) 以上の就労を常態 16 

５時間( 週２０時間) 以上の就労を常態 14 

４時間( 週１６時間) 以上の就労を常態 12 

月１２日以上 

(週３日以上） 

７時間( 週２１時間) 以上の就労を常態 15 

６時間( 週１８時間) 以上の就労を常態 13 

５時間( 週１５時間) 以上の就労を常態 11 

４時間( 週１２時間) 以上の就労を常態 10 

月 48 時間以上を常態として就労する場合 9  

出産 出産前後で保育が必要な場合 14 最長５か月 

疾病 

負傷 

入院( 概ね 1 か月以上)  20 

必要な期間 

居宅内 

常時臥床の場合 20 

週３日以上かつ概ね 1 か月以上の通院を要する場合 16 

上記以外の一般療養( 概ね１か月以上)  12 

障がい 

身体障害者手帳１・２級、愛の手帳１～３度、精神障害者保健福祉手帳１～３級 20 

身体障害者手帳   ３級、愛の手帳    ４度 16 

身体障害者手帳   ４級 12 

親族 

の 

介護・看護 

同 居 

寝たきり高齢者、重度障害者等を常時介護・看護している場合 20 

上記以外で常時介護・看護をしている場合 16 

週３日以上かつ昼間４時間以上の病院・施設付添いを要する場合 12 

同居以外 「同居親族の介護・看護」指数より１点減算する 11～19 

災害復旧 火災等による家屋の損傷その他災害復旧のため保育が必要な場合 20 

求職中 求職活動のために昼間外出を常態としている( 起業準備を含む)  
生計中心者 8 

９０日 
その他 6 

就学 
技能 
習得 

昼間、次に定める学校等への通学または通所を常態とする場合 
 ①学校教育法( 昭和 22年法律第 26号) に定める学校 
 ②国、東京都もしくは市町村が設置する職業訓練施設またはこれに準ずる技能施設 
 ③就労または事業開始に必要な資格または技能の習得のための専門学校 

居宅内労

働・協力者

より授業時

間に応じて 

「－１」 

必要な期間 

社会的養護 社会的養護が必要な場合 40 必要な期間 

不存在 父または母が死亡、離婚、その他の状況により不存在と認められる場合 20 必要な期間 

上記の掲げる事項以外の事項で、特に保育が必要と認められる場合 6～20 必要な期間 
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※育児休業を取得している場合、すでに保育を利用している２号認定または３号認定の児童は、育児休業にかかわる
児童が満１歳になる年度の翌年度の４月末日まで在園することができる。 

２．調整指数 

区分 要件 指数 

保
護
者
単
位 

①  引き続き（月４８時間以上の）就労を継続している場合（３か月以上） 1 

② 就労の証明内容に対して、勤務実績および収入実績( 最低賃金を基に算定) に整合性がない場合 -4 

③ 求職中で、就職活動を証明する書類（証明日より１か月以内のもの）の提出があった場合 1 

④ 転入予定がない区民以外の入所申込みで、父または母の勤務地が中野区内にある場合 -4 

⑤ 転入予定がない区民以外の入所申込みで、父または母の勤務地が中野区内にない場合 -8 

世
帯
単
位 

①  ひとり親世帯（死亡、離婚、未婚)  3 

② ひとり親に準ずる世帯（行方不明、拘禁中、離婚調停中)  1 

③ 生活保護世帯 2 

④ 転入予定者として入所申込みをしている世帯 -1 

⑤ ３か月以上保育料を滞納している世帯 -8 

⑥ 保育をすることができる６５歳未満の同居の祖父母等がいる場合  -1 

児
童
単
位 

①  年齢上限のある認可保育園・地域型保育事業からの転園( 最終年齢クラス在籍児童のみ)  3 

②  現在、兄弟姉妹が複数園にわたって入所していて、転園により同一園とする場合（兄弟姉妹の利用園のみ） 2 

③ 兄弟姉妹が既に入所している園に入所申込みをする場合( 兄弟姉妹の在園中のみ)  2 

④ 保育施設( 認証保育所、ﾍﾞﾋﾞｰﾎﾃﾙ、社内託児所( 地域型保育事業除く) 、幼稚園等) に入所し、常態とし

て月４８時間以上、有償かつ月ぎめで預けている場合 

 ※保護者が育休・求職中は加算しない 

ア．保育施設に引き続き預けている期間が６か月以上 2 

イ．保育施設に引き続き預けている期間が３か月以上 1 

⑤ 

 

 

出産休暇・育児休業取得により、中野区の保育施設等を一度退園し、育児休業終了に伴い、退園した

児童と育児休業にかかわる児童が、退園( 月の末日) から１年以上経過後、同時に申込む場合（申込み

締切日を基準） ※ただし加算は、入所申込みより１年間以内に限る。 

5 

⑥ 社会的養護が必要な場合 1～10 

⑦ 集団保育が可能な障害児の場合 2 

⑧ 保護者が申込児童を保育しながら就労している場合 -1 

特例 区長が特に配慮を必要と認める場合 1～10 

  

３．同一指数世帯の優先順位 

1 中野区民（転入予定者を含む)  

2 基本指数の高い世帯 

3 ひとり親世帯（ひとり親に準ずる世帯も含む） 

4 生活保護世帯 

5 多子世帯 

6 中野区に転入後も自宅から２㎞以上にある区外の保育施設等に引き続き通園し、区内の保育施設等に転園を申込んでいる世帯  

7 保護者の基本指数（類型）により、（１）疾病負傷・障害 （２）介護・看護 （３）就労（現に就労中の者を優先する) （４）その他とする  

8 保育料階層が低位の世帯 

9 税額が低位の世帯 
《注意点》 

【全体】 

１ この「保育施設等利用調整基準」は、平成２９年１月入所から適用します。 

２ 「基準日」は、入所希望月の書類提出締切日です。 

３ 基準日の状況が入所月も引き続いているものとして審査します。 

４ 「保育を利用できる期間」は、支給認定期間とは異なる場合があります。 

 

【基本指数(保護者の状況)】 

１ 保護者それぞれの状況について、指数付けを行います。 

２ 同一人に複数の要件(類型)があっても、異なる要件(類型)の指数を合算することはありません。指数の高い要
件(類型)で指数付けを行います。 

 

【類型（就労）】 

１ 「就労」には、産休・育休取得者を含みます。 

２ 「就労時間」は、休憩時間を除いて、就労している時間です。 

いずれの「就労」においても、月 48 時間以上の就労が含まれていることが条件となります。 

３ 在職証明書の休憩時間が未記入の場合、就労時間が６時間を超える場合は４５分、８時間を超える場合は１
時間を休憩時間とみなします。「自営業」の場合もこれに準じますが、みなし休憩時間以上の休憩を取得してい
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る場合は、取得している休憩時間で判断します。 

４ 「居宅内労働」とは、「自営業の中心者および協力者で居宅にて就労」「内職就労」「在宅勤務」です。 

５ 「居宅内労働の中心者」は、事業主または法人経営者の方です。「確定申告書」または「源泉徴収票」で事業
主等の確認ができない場合は、「登記簿謄本」「個人事業主の開廃業届」「営業許可証」などの書類を提出してい
ただきます。 

６ 「居宅内労働の協力者」は、「居宅内労働の中心者」以外の方です。 

７ 「自営業」の場合は、就労場所が「居宅内」か「居宅外」のどちらかで指数を付けます。祖父母等親族が経
営している会社等で就労している場合も「自営業」とみなします。 

   

【類型（親族の介護･看護）】 

１ 要介護４・５、身体障害者手帳１・２級、愛の手帳１・２度の方を介護･看護している場合は、「寝たきり高
齢者、重度障害者等を常時介護･看護している場合」と同等とみなします。 

２ 要介護３、身体障害者手帳３級、愛の手帳３・４度の方を介護･看護している場合は、「上記以外で常時介護･
看護が常態をしている場合」と同等とみなします。 

３ 上記１・２以外の方は、「週３日以上かつ昼間４時間以上の病院・施設付添いを要する場合」と同等とみなし
ます。 

 

【育児休業・育児短時間勤務を取得している場合】 

１ 「育児休業」は育児・介護休業法に基づく休業をいい、基本指数は「就労（類型）」となります。なお法律に
基づかない育児休業は、基本指数「求職中」とします。確認のため、育児休業給付金等の証明書の提出を依頼
する場合があります。 

２ 「居宅外労働」で育児短時間勤務を取得し、月 48 時間以上の就労を常態としている場合は、通常の就労時間
により指数付けを行います。 

 

【調整指数（児童単位）】 

１ ①は区内の施設のみ対象です 

２ 「⑤育児休業取得により、中野区の保育施設等を一度退園した場合の再申込」の加点期間は、入園希望月か
ら１年以内となります。 

（例）平成２９年４月入園申し込みをした場合、平成３０年２月入園申し込みまで加点します。 

３ 「⑥社会的養護が必要な場合」を加点した場合は、その他の調整指数は付与しません。 

４ ⑦の『障害児』とは、「障害手帳」や「障害についての医師からの診断書」をお持ちのお子さんです。 

 

【調整指数（特例）】 

１ 中野区民が区外の保育施設等に通園し、翌年度引き続き通園ができない場合は５点加点いたします。 

２ 以下の場合は２点加点いたします。 

① 年齢上限のある保育施設等（認可施設）からの転園（最終クラス在籍児童のみ） 
※調整指数の「児童単位①」の他に特例が適用されます。ただし区内の施設のみ対象です。 

    ② 中野区に転入後も自宅から２km以上にある区外の保育施設等（認可施設）に引き続き通園している場合 
  ３ 認定こども園みずのとうの取り扱い 

① 区外居住者の調整指数「保護者単位④⑤」「世帯単位④」の減点はありません。 

② 平成２６年度以前から在園する児童(幼児ルームまたは長時間利用児)の弟妹が同園への入園を希望する
場合は、調整指数「児童単位②③」のほかにも加点があります。 

  ４ 認定こども園の取り扱い 

    認定こども園の場合、園児(幼稚園的利用)の保護者が就労等の状況変化により「保育の必要性の認定」を申請
した際には継続性の観点から調整指数の「特例」として加算します。 

５ 徳田保育園の取り扱い 
  練馬区居住者の調整指数「保護者単位④⑤」「世帯単位④」の減点は行いません。 

   

  【中野２丁目保育室から転園する児童への調整指数の加算について】 

     転園を希望する場合は、５点加点いたします。ただし調整指数「児童単位①」の適用はありません。 

 

【同一指数世帯の優先順位】 

１「５．多子世帯」は、入所申込み児童の他に就学前児童がいる世帯のことです。 

２「８．保育料階層が低位の世帯」「９．税額が低位の世帯」の階層と保育料は以下のとおりです。 

 平成２９年８月入所の利用調整までは、平成２８年度区民税を適用 

 平成２９年９月入所の利用調整からは、平成２９年度区民税を適用 

 

 ※この基準で保育施設等とは、認可保育園・区立保育室・認定こども園(保育園的利用)・地域型保育事業を指します。 

 ※保育施設等利用調整基準は毎年見直しをしています。変更がある場合は、中野区のホームページや平成 29 年 11

月発行予定の「中野区保育施設等のご案内」でお知らせします。 
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■保育料とは■ 

保育料とはお子さんの保育に要する費用にあてるため、保護者の方に納めていただくものです。公平性の観点

から、納期限を守って必ず納めてください。 

中野区民のお子さんが利用する認可保育園の保育料は同じです。ただし、認可家庭的保育事業は給食の提供が

ないため、保育料額が異なります。保育の必要量に応じて、「保育標準時間」と「保育短時間」の２区分の保育料

が設定されます。 

 

 ■保育園運営経費について■ 

 保育園運営に必要な人件費をはじめ、給食費、園舎の維持管理などの経費は保護者に負担していただく保

育料、国・都の負担金や区民税等でまかなっています。 

 保育料による負担割合の現状は１１．３％となっています。 

 
 

■保育料の決定方法および決定時期について■ 

○決定方法 

   算定根拠となる年度の区（市町村）民税所得割額（父・母分）を基に、保育料を決定します。 

保育料の決定は毎年４月と９月の年２回おこないます。 

 

①住民税未決定の方は、保育料を最高階層で決定いたします。所得がない等の理由で、所得税の申告が不要な

方についても住民税を申告するようお願いします。なお、住民税が更正された場合、保育料も変更になる場

合があります。    

②保育料の算定は、住宅借入金特別控除や外国税額控除などの税額控除前の所得割額でおこないます。  

   ③海外に居住しており日本国内で住民税が課税されていない場合は、前年の収入状況等から推計計算した住民

税額で決定いたします。 

   ④結婚や離婚等により保護者に変更があった場合等は、保育料を再決定します。保育料の変更は、原則変更手

続きした日の月の翌月以降になります。 

⑤生活保護を受給している世帯および住民税額が非課税の世帯の場合、保育料はかかりません。 

 ■みなし寡婦の適用について■ 

   ひとり親家庭で、未婚等で税法上の寡婦控除の対象外の方も、みなし寡婦として住民税を算定し、保育料

を算出できる場合があります。詳しくは入園相談担当までお問い合わせください。 

 

決定月 算定期間 算定根拠となる区民税所得割額
平成２８年９月 ２８年９月～２９年３月 ２８年度分(２７年分所得)

平成２９年４月 ２９年４月～２９年８月 ２８年度分(２７年分所得)

平成２９年９月 ２９年９月～３０年３月 ２９年度分(２８年分所得)

保育料はクラス年齢により
決定します。１９ぺージの
保育料表をご覧ください。
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■保育料の多子世帯軽減について■ 

①  同じ世帯の２人以上のお子さんが、認可保育園・認定こども園・幼稚園・ベビーホテルなどに通園している

場合は、認可保育園等に在園している２番目のお子さんの保育料は３割から５割減額、３番目以降のお子さん

は無料となります。 

私立幼稚園やベビーホテルなどは、お子さんが利用していることを区が把握していない場合がありますので、

毎年度申し出が必要です。（例. 第一子：私立幼稚園 第二子：認可保育園） 

申請が必要な場合は「中野区多子世帯保育料軽減申出書」を入園相談までご提出ください。（家庭保育、一時

的なベビーシッター、インターナショナルスクールは軽減対象外です。） 

②  年収約３６０万円未満の多子世帯に対して負担軽減制度が新たに実施されました。 

  平成２８年度からひとり親世帯・障害者のいる世帯以外のうち、区民税所得割額が５７，７００円未満の世

帯（C1～C6階層・C7階層の一部の世帯）の場合、保護者と生計を一にする子を対象に年齢の高い順に数えて２

番目の子（第２子）の保育料が半額、３番目（第３子）以降の子の保育料が無料となりました。 

※生計を一にする子の年齢・同居別居の制限はありません。 

 

    ※住民登録の世帯が異なる兄姉がいる世帯については「中野区多子世帯・要保護世帯保育料軽減申出書」と添付書類 

( 学生証のコピー又は生計を一にすることがわかる書類) を提出する必要があります。（例. 別居している大学生の兄姉） 

■要保護世帯の負担軽減について■ 

  平成２８年度からひとり親世帯・障害者がいる世帯のうち、世帯の区民税所得割額が７７，１０１円未満の

世帯（C1～C7階層の世帯）の場合、保護者と生計を一にする子を対象に年齢の高い順に数えて１番目の子（第

１子）の保育料が半額、２番目（第２子）以降の子の保育料が無料となりました。 

＜要保護世帯の保育料の考え方＞ 

 

  ※次の１・２に該当する場合は「中野区多子世帯・要保護世帯保育料軽減申出書」と添付書類を提出する必要があります。 

１. 住民登録の世帯が異なる兄姉がいる世帯 

    添付書類：学生証のコピー又は生計を一にすることがわかる書類（仕送りのコピーなど） 

２. 世帯のどなたかが障害者で、今までの申請等にその方の情報がない世帯 

      添付書類：障害の種別、等級が確認できる障害者手帳のコピー 



18 

 

■保育料の減額等について■ 

保育料が減額または免除になる場合があります。下表の減額の事由に該当する場合は保育料減額申請書と必要書

類を揃えて入園相談担当に提出してください。 

 

※上記の事由以外にも保育料が減額または免除になる場合があります。詳しくはご相談ください。 

 

■保育料に関する注意事項■ 

（１）保育料を決定する年齢は、入園年度の４月１日現在の満年齢（クラス年齢）です。年度途中で誕生日を迎え

ても保育料は変わりません。 

（２）保育料は月額のため毎月１日現在に在籍している方が対象となり、１か月単位での支払いとなっています。

日割り計算は行っていないため、月の途中で退園された場合や通園日数に関係なく（1 日も通園がない場合を

含む）、その月分の保育料がかかります。月ぎめ延長保育料も同様です。また、通園日数が少ない等の理由

で減額になることはありません。 

（３）保育料には、給食費相当分も含まれています。個別にお弁当を持参いただいた場合であっても、保育料の免

除や減額はできません。( 認可家庭的保育事業を除く)  

（４）保育料を期限までにお支払いただけない場合は、書面や電話等による督促・催告のほか、滞納処分( 差し押

さえ) を行う場合があります。 

  ( ５)  申込児童のきょうだいに保育料の滞納がある場合、必ず支払いを済ませてください。新たに入園申込みを

するきょうだいの利用調整の際、不利になります。詳細は 14 ページをご覧ください。 

（６）保育料の支払い先は、認可保育園・区立保育室は中野区へ。認定こども園、地域型保育事業( 認可家庭的保

育事業、認可小規模保育事業、認可事業所内保育事業) は各施設( 事業者) へお支払いください。 

～認可保育園の保育料はお支払いに便利な口座振替払いをお願いします～ 

３枚つづりの「中野区保育園保育料預金口座振替依頼書」に記入押印し、口座のある金融機関の窓口 

で確認印を受けてください。記入は黒のボールペンではっきりとした文字で記入してください。 

                                     

ゆうちょ銀行の口座          ゆうちょ銀行以外の口座 

  

 

             

                    

 

※毎月月末に口座から引き落としになります。（月末が休業日の場合は、翌営業日に引き落としです。） 

※すでにきょうだいが認可保育園で口座振替をご利用の場合は手続きの必要はありません。 

 

 

 

減額の事由 保育料減額申請書以外の必要書類 減額期間

生活保護を受けたとき ・生活保護受給証明書
申請当月のみ（申請月は免除、
翌月からは保育料階層がＡ階層

になります。）

災害などで損害を受けたとき
・り災証明書
・保険金の支払い通知書　　　いずれか
・被災額の分かるもの

事由の生じた日の月から
年度末まで

入園するお子さん以外に、その同一世帯内に身
体障害者手帳１～２級、または愛の手帳１～３
度の障がい者（児）がいる場合

・手帳の写し
申請のあった日の月の翌月から
事由がなくなるまで

（年度毎に申請してください）

⅛╠ ≤ ╩ ↑ ∫≡ↄ∞↕™⁹ 

╩ ≢ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

β ⌐ ─ │ ≢─ ⌐ ╙≢⅝╕∆⁹ 

─╖⁸╝℮∟╞ ─ ≢ ⇔≡

ↄ╣╕∆⁹ │╝℮∟╞ ⅛╠

⌐ ↕╣╕∆─≢↔ ⅜ ∆

╢ │№╡╕∑╪⁹ 

 

 

↓ 

↓ 

↓ 
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Ẽ ─ Ẽ 

 月額利用 日額利用 

利用可能年齢 
満 1 歳以上( 満１歳に達した翌月から利用対象)  

※１日生まれのお子さんは当月から利用可 

利用条件 

（同居の６５歳未満の祖父母や１８歳以

上の兄・姉等含む）が、 、

⌐╟╡ ╙ ⅜ ⌂

 

 

【 によるお申し込み】 

  勤務時間変更となった翌月からの利用対象と

なります。勤務時間変更となった初月は、日額

利用をご利用ください。 

○急な残業等就労を理由として、

１８時１５分のお迎えに間に

合わない時、１日単位でご利用

いただけます。 

 

○利用可能な人数は各園の月額

利用の定員のうち、当日の利用

に空きがある人数を限度に各

園で定めます。 

利用申込方法 

利用希望月の書類提出締切日までに、 

次の①②を区役所３階・子ども総合相談窓口( 入園

相談担当) へご提出ください。 

ᵑ  

②保護者( 同居の祖父母等含む) の

( 区様式) 。自営の場合は ─

の記入も必要 

 ※１８時１５分以降も保育が必要であることが

確認できる証明であること。 

 ※シフト表等勤務実績を確認できる書類をご提

出いただく場合もあります。 

在園している保育施設に、 

直接申し込んでください。 

利用決定方法 

「延長保育利用調整基準」に基づき、延長保育の

必要性が高い方から決定しますが、各園とも定員

制となっていますので、空きがない場合はご利用

いただけません。 

 ※利用保留の場合、延長保育利用申込書受理日

から６か月間、申し込み書類は有効ですので、

毎月申し込みをする必要はありません。 

在園している保育園で決定しま

す。 

延長保育時間 １８時１５分から１９時１５分まで（補食あり） 

延長保育料 詳細は１９ページ １日５００円 

延 長 保 育 利 用

が で き な い 場

合 

次に該当する方は、利用対象外となりますので、

をご提出ください。 

○ ─ ⌐ ⇔⌂ↄ⌂∫√≤⅝ 

○  

※なお年１回、または必要に応じて延長保育継続

の必要性について調査を行います。 

※再度、延長保育が必要になった場合は、再申込

していただくことになります。 

※特別な支援が必要な場合、延長保育は利用でき

ません。（24ページをご覧ください） 

― 
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( )  

 
１．基本指数 

類 型 細 目 指 数 

居宅外労働 

月２０日以上( 週５日以上)  20 

月１６日以上( 週４日以上)  18 

月１２日以上( 週３日以上)  16 

居宅内労働( 中心者)  居宅外労働に同じ  

特例 上記事項以外で、延長保育が必要と認められる場合 9～20 

   

２．調整指数 

区 分 指 数 

ひとり親世帯及びこれに準ずる世帯 2 

生活保護世帯 2 

    

３．同一指数世帯の優先順位 

1 中野区民（転入予定者を含む)  

2 基本指数の高い世帯 

3 ひとり親世帯（ひとり親に準ずる世帯も含む） 

4 生活保護世帯 

5 多子世帯 

6 中野区に転入後も自宅から２㎞以上にある区外の保育施設等に引き続き通園し、区内の保育施設等に転園を申込んでいる世帯  

7 保護者の基本指数（類型）により、（１）疾病負傷・障害 （２）看護･介護 （３）就労（現に就労中の者を優先する) （４）その他とする  

8 保育料階層が低位の世帯 

9 税額が低位の世帯 
 

 

Ẽ ה ה ↓≥╙ ה ─ Ẽ 

 入園決定後、直接、施設等にお申し込みください。 

   ○延長保育時間、延長保育受入年齢等は、別紙『保育施設等一覧』をご覧ください。 

   ○各施設とも定員を設けており、状況によっては利用できない場合もあります。 

   ○延長保育料は、各保育施設が個々に決めており、直接保育施設に支払いとなります。 
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保育園では、食物アレルギーに対する給食の対応については、医師の指示に基づき、ご家庭と保育園

とが共通理解をした上で、保育園としてできる限りの協力をしています。 

区立以外の保育施設（私立保育園・認定こども園・地域型保育事業）では内容が異なりますので、各

施設へお問い合わせください。 

 

区立保育園の食物アレルギーの対応方法は、以下のとおりです。ご協力とご理解をよろしくお願いし

ます。 

 

ƞ区立保育園における食物アレルギー対応基準ƞ 

 

給食での対応 

区立保育園の食物アレルギー対応については、中野区医師会の指導により安全を第一として、医師より除

去の指示がある間はすべて除去し、完全に解除されてから提供する対応を行います。 

区立保育園で除去できる食物は、原則として「鶏卵」「牛乳・乳製品」です。これらを除去した場合は、

完全除去による代替給食を提供します。ただし、製造ライン上の混入に配慮が必要な場合や、原因となる食

物が「鶏卵」「牛乳・乳製品」以外の場合、また、「鶏卵」「牛乳・乳製品」を含め複数ある場合は、給食提

供が困難なため、弁当を持参していただきますのでよろしくお願いします。 

 離乳食は基本的に代替食品を使用した給食対応とします。 

 

なお、保育園では保護者の方に日々の保育全体の費用として保育料をご負担いただいていますが、給食費とし

ては徴収していません。したがいまして、お弁当を持参していただいた場合であっても給食費相当分を返却する

ことはできません。 

 

Њᶸ Ȇ  
入園相談窓口で入園申込みを行う際に食物によるアレルギーがあることを担当

に伝えてください。 

 

 
アレルギー食品が鶏卵と牛乳・乳製品以外にある場合、またはアナフィラキシー

を起こした経験がある場合は区役所で面接を行います。 

ₐ ₑと検査結果がある場合はお持ちください。 

 

ͪ ᶸ  
区役所より利用調整結果通知書が届きましたら、承諾された保育園に連絡し、『

ₑと一緒にₐ כ◑ꜟ꜠▪ 『e▪꜠ꜟ◑כ

』を受け取ってください。 

  

Њᶸ β∆  
医療機関で、『 』と『▪꜠ꜟ◑כ 』または『

』（アレルギーのために保育園で与薬が必要な場合は『 』）を記

入してもらってください。 

 

ͪ ᶸ  
入園が承諾された保育園で面接を行います。その際には、a כ◑ꜟ꜠▪

『e▪꜠ꜟ◑כ 』または『 』、『
』、『 』をお持ちください。 

 

Њ ᶸ 

 

כ◑ꜟ꜠▪  
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１．区立保育園での対応 

ƞ保育園の給食についてƞ 

  乳幼児期は子どもの心と体が大きく成長する時期です。子どもたちの成長に合わせ、一日の活動と成

長に必要な栄養素をバランスよく取り入れ、安全でおいしい給食を提供しています。 

  旬の食材を取り入れ季節感を出したり、行事食を取り入れたりと、献立にも工夫を凝らしています。 

また不足しがちな野菜や、魚を献立に多く取り入れています。 

給食は手作りを基本とし、食品の持ち味を生かすために薄味にしています。だしは、昆布・煮干しなどでと

っており、化学調味料は使用していません。 合成保存料や着色料など、添加物の含まれている食品は使用し

ないように心がけています。おやつは保育時間に考慮し、ボリュームのあるもの（パン・麺類・おにぎりなど）

も多く取り入れています。 なお、給食は食べ慣れない料理や食材も繰り返し体験できるように、2 週間のサイ

クルメニューで実施しています。 

  離乳食は、その時期の赤ちゃんのそしゃく力にあわせた形態で、ゆっくり進めていきます。  

 

ƞ給食に関する放射能対策についてƞ 

平成２４年４月から国が定めた新たな基準値に従って各産地における検査体制が強化され、そのもとで

出荷制限等が実施されています。食品衛生法にもとづく規制・監視等も行われています。また、東京都で

は、出荷制限対象品目等が都内の卸売市場をとおして出回ることを防ぐ体制をとっています。 

したがいまして、中野区の保育施設では、安全性確保の手立てとして、都内の市場を通った食材を使用

することとし、国や各都道府県が公表している各地域の農産物等の放射性物質検査結果を日常的に把握し、

それを踏まえて給食食材の選定を行っています。 

こうした手立てにより、保育施設で提供する給食については安全性を確保していますので、現在、給

食食材に含まれる放射性物質を区独自には測定していません。 

 

 

ƞ宗教上の理由による給食の配慮についてƞ 

宗教上の理由により食べられない食材があるお子様については、食べられない食材が入った料理（メニ

ュー）の場合は家庭より弁当を持参していただきます。 

 

 

２．区立以外の保育施設( 私立保育園・認定こども園・地域型保育事業) での対応 

  施設ごとに異なりますので、詳細は各施設にお問い合わせください。 
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保育園では、各園１～４名の範囲内で病気や障がいがあり特別な支援を要するお子さんを受け入れてい 

ます。ただし、病気や障がいの程度によっては入園できない場合があります。 

また、原則として保育時間は８時３０分から１７時までとなり、延長保育は利用できません。 

 

・ 家庭状況書には、既往歴や発達上の心配とともに、すこやか福祉センターへの相談や療育センター

の通所状況、身体障害者手帳及び愛の手帳の取得についても、必ず、ご記入ください。 

・ お子さんの状態により、選考会前に保護者の方とお子さんに区役所に来ていただいて面接をするこ

とがあります。 

・ 先天性疾患や慢性疾患のために定期的に受診している場合は、運動制限の確認のためにₐ

ₑや を提出していただくことがあります。文書料は自己負担です。  

 

Њᶸ Ȇ  
保護者からの申し出、家庭状況書、母子手帳などで面接が必要かどうかを判断し

ます。 

 

 

看護師、保育士等がお話をお聞きし、お子さんの様子を観察します。 

≪ ╛ ⅜№╢ ≫『 をeお渡しします。 

主治医に保育中の運動制限の有無について『 ₑを作成して

いただき、運動制限がある場合は速やかに『 ₑのコピーを入

園相談担当に提出していただきます。『 ₑの原本は入園が決

まるまでお手元に保管してください。 

 

ͪ Ѩὑ̝ 
面接の結果と、a 、e診断書等で運動制限の有無や集団保育

実施の可否、特別な支援の要否を判断します。 

ͪ ᾃ ̝  
集団保育が困難と判断した場合は、医師等で構成する審査会の意見を聞いて保育

の実施の可否を決定します。 

  

 

Њᶸ β∆  

入園が承諾された保育園等で面接及び入園時健康診断を行います。֘

╛ ⅜№╢ ֙ₐ ₑを保育園等に提出していただ

きます。 

β ≢─ ⅜ ⇔™ ה ─№╢⅔ ↕╪⌐≈™≡│⁸ ╩ ≢⅝╢ ⅜№╡╕

∆⁹ ⇔ↄ│ ₈ ─↔ ₉╩↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

─ ⅝ 

Ἒ ה ( ה ה ה

)⌐ ⇔≡™╢ ┼─↔ ≢∆⁹ 

 ↓≥╙ ╙ ⁸ ─ ⅝≤⌂╡╕∆⅜⁸ ⌂╢ ╙№╡╕∆─≢ ⌐↔ ↄ∞↕™⁹ 

ה  ─ ⌐≈™≡ 

ѫ     希望する各保育園の空き状況や受入れ体制等により調整させていただきます。 

⌂ ╩ ∆╢⅔ ↕╪─  
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保育施設は保育が必要なお子さんをお預かりする施設です。入園後も継続して、保育を必要とする状態が

続いていることが必要です。次のような変更があった場合は、在籍する保育施設または入園相談担当へ連絡

の上、変更届の提出など必要な手続きを行ってください。 

･ 住所の変更 

･ 勤務先、勤務状況等の変更 

･ 氏名の変更 

･ 保護者等世帯の構成、状況の変更（出産等） 

･ その他家庭の状況の変更 

※ 現況調査等 

教育・保育給付支給認定の現況調査を年１回おこないます。 

調査では保育の必要性を確認できる書類（保護者の在職証明書、在学証明書、診断書等）と「現況届」を

提出していただきます。保育の必要性が確認できない場合は退園となることがあります。 

 ─ ─ ⌐≈™≡ 

（１） 上の子の在園期間 

育児休業は、育児を行うためのものであり、その対象となるお子さんのほか、育児休業に先立つ出産休暇

の開始前に既に保育施設に在籍しているお子さんについても家庭での育児が可能となりますが、保護者の事

情や児童福祉の観点から、下のお子さんが満１歳になる年度の翌年度の４月末日まで在園を認めています。 

( 下のお子さんが 1 歳クラスの 4 月に入園し、翌月 1 日に復職するまで育児休業を取得することができます。)  

※「育児休業」は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく休

業をいいますので、自営の方は育児休業は原則認められません。 

（２） 提出書類 

育児休業を取る場合は、「育児休業に伴う入所継続願」と「育児休業期間証明書」を提出していただきま

す。復帰されましたら、２週間以内に復職後の証明日の「復職証明書」 をご提出ください。 

（３）その他 

出産休暇・育児休業取得にともない中野区の保育施設を退園し、1 年以上経過した後に育児休業の終了に

ともない退園したお子さんと育児休業にかかわるお子さんが同時に中野区内の保育施設を申し込みする場

合は、指数に加算があります。（14 ページ参照） 

 ⌐≈™≡ 

＜区立保育園・区立保育室に在園の場合＞ 

保護者の勤務状況等に変更があり、延長保育の利用を希望される方は、延長保育の申し込みが必要です。

詳しくは 20～21 ページをご覧ください。 

３月の延長保育申込みの締切は入園相談担当までお問い合わせください。 

＜公設民営園・私立認可園・認定こども園・地域型保育事業・居宅訪問保育事業に在園の場合＞ 

延長保育については各施設ごとに申し込みを受付けています。直接、保育施設にご相談ください。 

居宅訪問事業では延長保育を行っておりません。 

 ⌐≈™≡ 

（１）申し込みおよび利用調整 

入園した翌月の転園から申し込みができます。新規入園希望者と同様に利用調整を行います。 

（２）申し込みに必要な書類 

1. 保育所等利用申込書（転園） 

2. 家庭状況書①～③ 

3. 父、母および同居の６５歳未満の祖父母や１８歳以上の兄・姉等すべての方のお子さんの保育が必要

な状況を証明する書類（在職証明書、就労状況申告書等 9～10ページ参照）  

4. 申込時確認シート 

（３）書類提出締切日および書類提出先 
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直接、区役所３階子ども総合相談窓口( 入園相談担当) にお申し込みください。( 郵送可)  

締切日は新規入園の書類提出締切日と同じです。（1 ページ参照） 

（４）その他注意事項 

・ 一度承諾された転園は、いかなる理由があっても取り消しできず、転園前の保育施設に戻ることはでき

ません。保育所等利用申込書( 転園) を提出する際には、ご注意ください。 

・ 認可保育園と地域型保育施設および認定こども園間の異動も、「転園」扱いになります。 

・ 転園の場合も、新しい保育施設になじめるよう、慣れ保育があります。 

・ 転園先保育園で延長保育を希望する場合は、転園申込みと一緒に延長申請が必要です。（区立のみ） 

・ 求職中の方は転園の申し込みはできません。 

 ─ ⌐≈™≡ 

お子さんの傷病により、一時的に保育施設へ通園できないことが、医師の診断書により明らかな場合、事

前に休園届と診断書を提出する事で休園することができます。休園は一月単位です。 

詳しくは入園相談担当にお問い合わせください。 

（１）開始時期 

① 医師の診断日（初診日）が月の初日・・・その月の初日から。 

② 医師の診断日（初診日）が月の途中・・・翌月の初日から。この場合休園する前の期間は、欠席扱い

となります。 

（２）休園期間 

最長で２か月｡〈欠席期間は含まない〉 

休園届を提出する際には、当初申し出の時点で、休園期間が終了したら、通園を再開できる見通しがな

ければなりません。通園再開の見通しがない場合は、退園となります。 

（３）保育料の免除 

休園届が事前に提出され、診断書により休園期間が確認できた場合は、休園期間中の保育料は免除とな

ります。 

 ⌐≈™≡ 

以下の場合は退園となります。 

・ 育児休業中に入園後、翌月１日までに元の職場へ復職しないとき( 詳しくは 29～30ページＱ22～24 をご参

照ください。)  

・ 求職中の要件で入園後、入園期間 90日内に在職証明書の提出がないとき 

・ 入園期間が決められている場合は、入園承諾期間が満了したとき 

・ 家庭での保育が可能になったとき 

・ 転出されるとき 

・ 在園しているお子さんが長期にわたり登園しない場合（届出なく１か月以上欠席したときや病気やケガな

どの理由で２か月を超えて欠席するとき） 

※この他、入園要件に該当しない場合が生じた際は退園となります。 

（１）退園手続き 

「退園届」を入園相談担当へ早めに提出してください。 

退園届が提出されない場合、その月分の保育料は納めていただきます。 

 （２）その他注意事項 

   中野区外へ転出し、引き続き同じ認可保育園・認定こども園に通園を希望されるときも、「退園届」が必

要です。ただし、求職中の方は転出後に引き続き通園することはできません。 

また、転出先の区市町村に改めて支給認定申請と入園申し込みを行う必要があります。 

区立保育室および地域型保育事業は、中野区を転出した場合に引き続き通園することはできません。 
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認定申請・支給認定証について  

Ｑ１ 支給認定証には何が書いてありますか？ 

 Ａ 年齢の区分と保育の希望の有無( 認定区分) 、就労など保育を必要とする理由( 保育の必要性の事由) 、就

労などによる保育を必要とする時間( 保育の必要量) を区が認定したことが記されています。 

Ｑ２ 保育標準時間と保育短時間の違いは何ですか？ 

 Ａ①保育標準時間に決まった場合 

  保育施設を必要に応じて最長１１時間( 例えば７：１５～１８：１５※１) 利用できます。 

  １１時間を超える場合は延長保育となります。( 延長保育については 20～21ページ参照)  

※１ 保育施設によって多少異なります。別紙「保育施設等一覧」の基本保育時間をご参照ください。 

②保育短時間に決まった場合 

  保育施設を必要に応じて最長８時間( 例えば９：００～１７：００※２) 利用できます。 

  ８時間を超える場合は、別途料金がかかります。※２保育施設によって多少異なります。入園内定後に園にご確認ください。 

  ③保育の内容は、保育標準時間でも保育短時間でも変わりません。 

④保育標準時間に該当する方が、送迎の工夫( 祖父母の迎え、ファミリーサポートの利用、育児短時間勤

務利用等) により保育短時間を選択する事も可能です。 

Ｑ３ 保育標準時間と保育短時間は途中で変更できますか？ 

 Ａ 保育を必要とする時間が変更になれば申請できます。変更希望月の書類提出締切日までに支給認定申請

書( 変更) をご提出ください。 

Ｑ４ 保育標準時間と保育短時間は利用調整( 入園選考) に影響がありますか？ 

 Ａ 保育標準時間利用と保育短時間利用は、保育を必要とする時間を認定するもので、入園を決めるもので

はありません。入園の可否は利用調整により、決まります。 

 

入園申し込みについて 

Ｑ５ 申し込みは早い方が有利ですか？ 

Ａ 早くお申し込みされても有利にはなりません。書類提出締切日時点に提出された書類により、保育を必

要とする状況を確認し、保育施設等利用調整基準により、「世帯の指数」が高い方がより「保育が必要」と

判断し、入園の内定をします。 

Ｑ６ 複数の施設を希望する場合、希望順位が高い園の方が入園しやすいのですか？ 

Ａ 希望順位が高いから入園しやすい訳ではありません。希望順位にかかわらず、希望された施設毎に利用

調整を行います。複数の施設で入園できる場合に、希望順位の高い施設で内定をします。 

Ｑ７ 入所希望施設はいくつまで記入できますか？ 

Ａ 希望数に制限はありません。ただし、通える範囲での記入をお願いします。結果発送後に辞退をされる

と、他の方の入園の機会を奪うことになります。１１か所以上ご希望の場合は別紙にご記入のうえ、添付し

てください。 

Ｑ８ 入所を辞退した場合、ペナルティはありますか？今後の選考で不利になりますか？ 

 Ａ 現在、ペナルティはありません。選考に影響もありません。ただし、他の方の入園の機会を奪うことに

なります。入所申込みの取消や希望園の変更はお早めにお願いいたします。 

  また、認可保育園等の入所を辞退して、ベビーホテルに入所した場合、保育料の保護者補助金は受給でき

ません。 

╟ↄ№╢↔  
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Ｑ９ 保育施設の空き状況を教えてください。 

Ａ 毎月初旬に中野区ホームページの保育施設等の利用募集・空き情報の記事でお知らせしています。 

Ｑ10 分園にいると本園にいけますか？ 

 Ａ 分園に通園しているからといって、本園に通園できるわけではありません。転園申し込みをしていただ

き、利用調整会議で決定いたします。 

Ｑ11 親族の自営業を平日は毎日手伝っていますが、給料はもらっていません。｢就労」として認められますか？ 

 Ａ ボランティアや手伝いなど、収入を伴わない場合は、「就労」ではなく、「求職中」となります。 

   収入の証明ができない場合も同様に「求職中」となります。 

Ｑ12 「求職中」で申し込みをしましたが、入園できなかったために、認可外保育施設に預けて、就職しまし

た。届け出は必要ですか？ 

 Ａ 「変更届」と「支給認定申請書( 変更) 」に変更事由を記載の上、「在職証明書」と「受託証明書」を一

緒にご提出ください。 

申し込み有効期限内に申し込み内容に変更が生じた場合は、必ず「変更届」に変更事由を記載の上、関係

書類のご提出をお願いいたします。書類提出締切日までに提出があり、内容確認ができましたら、利用調整

に反映いたします。 

Ｑ13 ４月１次募集で希望順位の低い保育施設に決定しました。１次募集の決定を確保したまま４月２次募集

の対象となりますか？ 

Ａ １次募集の決定を確保したまま２次募集の対象とすることはできません。２次募集で上位希望の保育施

設を希望する場合は、１次募集で決定した保育施設は２次募集の締切日までに辞退届を提出してください。 

Ｑ14 ４月２次募集では何人入園できますか？ 

 Ａ ４月２次選考は、１次選考の結果欠員があった分と辞退や退園があった分の選考です。４月２次用の新

規募集枠はありません。１次選考の結果欠員があり、２次募集する人数のみ中野区ホームページの『保育施

設等の利用募集・空き情報』の記事でお知らせします。辞退や退園の人数は公表していません。 

Ｑ15 入園の申し込みをしましたが、空きがなく入園できませんでした。翌月以降も毎月申し込みが必要です

か？ 

Ａ 申込有効期限は、申し込み書受理日から６か月間となっていますので、翌月以降申し込む必要はありま

せん。申込有効期限は、利用調整結果通知書に記載されています。申込有効期限が切れた場合は、申込書や

在職証明書など書類一式をそろえて改めて申し込みしていただくことになります。 

（例１）申し込みをした日( ＝申込受理日) が平成２９年５月１４日の場合 

 ・有効期限は平成２９年１１月１３日まで（毎月１日が入園日のため、平成２９年１１月入園まで有効） 

・この場合、平成２９年１２月入園は対象とならないため、引き続き申し込む場合は、１２月入園の書類提

出締切日の平成２９年１１月１０日までにお申し込みいただくことになります。 

（例２）申し込みをした日( ＝申込受理日) が平成２９年５月１日の場合 

 ・有効期限は平成２９年１０月３１日まで（毎月１日が入園日のため、平成２９年１０月入園まで有効） 

・この場合、平成２９年１１月入園は対象とならないため、引き続き申し込む場合は、１１月入園の書類提

出締切日の平成２９年１０月１０日までにお申し込みいただくことになります。 

 

指数について 

Ｑ16 私の選考指数は何点ですか？点数の計算方法を教えてください。 

 Ａ 利用調整会議で決定するため、お申込みの時点でお答えはできません。 

  ～例～ 父母が会社員でフルタイム勤務（３か月以上勤務実績あり・母は育休中) の場合は 

     基本指数２０点×２人＋調整指数( 保護者単位①) １点×２人＝４２点になることが多いです。 
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Ｑ17 現在は週５日７時間以上働いており、在職証明書の就労日数・時間の欄にも記載がありますが、最近３

か月は月 10日程度の勤務でした。基本指数は 20点になりますか？ 

Ａ 週 5 日７時間( 週 35時間) 以上の就労を常態とする場合に 20 点になります。この場合は｢求職中｣または｢月 48

時間以上を常態｣の指数になります。週 5 日 7 時間以上勤務した実績が確認できれば、指数が上がる可能性があり

ますので、給与明細等の実績が確認できる書類をご提出ください。 

Ｑ18 私の勤務先には育児・介護休業法に基づく、育児短時間勤務制度があります。取得すると不利ですか？ 

 Ａ 選考指数は就業規則に基づく勤務時間( 育児時間取得前) で決定するため、不利にはなりません。ただし、

実就労時間は月 48時間以上必要です。また、入園後は育児時間取得に合わせた時間のみお子様をお預かり

します。パートや自営業の方など、育児・介護休業法に基づく育児短時間勤務制度ではなく、雇用契約内容

等を変更して就労時間が減った場合は、退園や内定取り消しになることがあります。 

Ｑ19 保育園ごとの入園できた世帯の指数を教えてもらえますか？ 

 Ａ 中野区ホームページに、平成２８年４月入園の第１次選考結果（入園下限合計指数）を掲載しています。

申し込みされる方の状況は毎年異なるため、下限指数は毎年変動します。あくまで参考としてご覧ください。

なお、下限指数以外の詳細( 同一指数の優先順位（階層など）) は、入園した方の個人情報に配慮し公開してい

ません。ご了承ください。 

Ｑ20 平成２９年５月１日から認証保育所に預けていますが、３か月以上預けたとして調整指数が加算されるの

はいつからですか。 

Ａ ５月１日から認証保育所に預けた場合、預けた初日である５月１日( 起算日) を期間計算に算入しますので、

期間満了日は５月から３か月後の８月で、５月１日の起算日に応答する日である８月１日の前日である７月３

１日が満了日になります。８月１日以降の締切分から調整指数を加算します。注意していただきたいのは、期

間満了日が書類提出締切日の場合です。書類提出は１７時までとしていますので、最終日は１日として計算い

たしません。その結果、加算可能な期間に１日不足する場合が生じてしまうことがあります。また、この例の

場合、保護者の方が就労を開始してから加算可能となりますので、育児休業中や求職中である場合は加算でき

ませんし、預け入れにおいても月４８時間以上、有償かつ月ぎめで預けている場合という条件がありますので

ご注意ください。 

なお、この期間計算の考え方は、就労を継続している場合の調整指数の加算についても同様です。 

  【認証保育所等に預けた場合の加算の例】 

加  算 入所希望日 書類提出締切日 加点の条件( 起算点)  

( ＋１) の加算 
１２月１日 １１月１０日 

８月１０日から就労を開始し、認証保育所に預けている 

( ＋２) の加算 ５月１０日から就労を開始し、認証保育所に預けている 

※８月１１日( または５月１１日) から預けた場合、期間満了日が１１月１０日となり、書類提出締切日( １１月１０日)

は１日として計算しないので加算できません。 

Ｑ21 認可保育施設の申し込みをしていますが、認証保育所等認可外保育施設や幼稚園も申し込めますか？ 

Ａ できます。認証保育所等認可外保育施設および幼稚園は直接各園に申し込みをしてください。認可保育施

設と認可外保育施設、もしくは認可保育施設と幼稚園の両方に内定が決まった場合は、どちらかの園をお選び

ください。（両方に在園はできません） 

 

育休について 

Ｑ22 第１子の育児休業中ですが、第２子を妊娠しています。第２子の育児休業も取得予定ですが、第１子の申

込みはできますか？ 

Ａ 第１子の育休から続けて第２子の産休、育休を取得される場合、第１子の申し込みについては、「出産」の

要件で受付いたします。なお、「出産」要件で入園した場合は、第２子の出産後８週間（産休終了日の属する

月末）までが保育実施期間（＝在園期間）となり、翌月以降は通所できません。 
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Ｑ23 入所が決まりました。育児休業中で申込みましたが、復職はいつまでにすればいいでしょうか？ 

Ａ 復職は入所月の翌月１日までになっています。翌月１日が休日の場合、実際の出勤は２日からでもかまい

ませんが、復職日が翌月２日付の場合、退園となりますのでご注意ください。 

 

Ｑ24 育児休業取得中に復職予定で申し込みをしましたが、入園後に元の職場に復職ができなかった場合はどう

なりますか？ 

Ａ 育児休業中の方は元の職場に復職することを前提に就労中の要件で利用調整をしています。 

入園月の翌月１日までに育児休業を認めている会社に復職することが条件です。入園後に元の職場に復職がで

きなかった場合は、退園となります。復職せずに転職する場合も退園となります。 

派遣会社で就労していた方は、休業前と同じ就労条件( 日数・時間等) で復職をしてください。派遣元を変更す

ることはできません。 

 

保育施設について 

Ｑ25 地域型保育事業の連携施設って何ですか？ 

 Ａ 地域型保育事業は、保育における連携や３歳児クラス進級時に転園可能な施設として、認可保育所等の連

携施設を設定することになっています。連携施設は現在のところ未定です。今後、事業者が区と調整しながら

設定していく予定です。 

Ｑ26 認定こども園と認可保育園の違いは何ですか？ 

Ａ・認定こども園の３歳児以上のクラスには、保育を必要としない子どもも在籍します。概ね９時～１４時頃

までの共通時間は、一緒のクラスで幼稚園教育を受けます。 

・入園は、利用調整の後に園と保護者との契約により入園が決まります。 

・認定こども園の保育料は直接園に納めていただきます。 

・その他、独自の教育を実施している場合があります。申し込み前に必ず園にご確認ください。 

Ｑ27 認定こども園の「保育園的利用」と「幼稚園的利用」の違いは何ですか？ 

Ａ 「保育園的利用」は、就労等の理由で保育を必要とする家庭が必要な時間、園を利用することです。「幼

稚園的利用」は、３歳児クラス以上の保育を必要としない子どもが、園で幼稚園教育を概ね９時～１４時頃ま

で受けることを言います。 

Ｑ28 新設園の予定はないですか？ 

 Ａ 開園に向けて準備中です。新設を予定している園等は、毎月初旬に中野区ホームページで公開している『保

育施設等の利用募集・空き情報』の記事でお知らせしますので、ご確認ください。 

 

保育料について 

Ｑ29 平成 30年 4 月の保育料はいつの収入で決まりますか？ 

Ａ 平成 28年 1 月～12月の収入で決まります。 

  平成 28年の収入等をもとに平成 29年度住民税( 都民税・区民税) が平成 29年 6 月頃に決定されます。 

  平成 29年度区民税所得割額をもとに平成 29年 9 月から平成 30年 8 月の保育料を算定します。 

  詳しくは 16～19ページをご覧ください。 

Ｑ30 私立園の保育料はいくらですか？ 

 Ａ 私立認可保育園と区立認可保育園の保育料は同額です。区役所で申し込みを受付している認可保育園・認

定こども園・地域型保育事業の保育料は同額です( 延長保育利用料は除く) 。給食の提供が行われていない家

庭的保育事業は、別途保育料を定めています。( 19ページ参照)  

   認可外保育施設の保育料は各保育施設で設定していますので、直接お問い合わせください。 
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■申請書のダウンロード方法■ 

中野区ホームページのトップページから下記の順にクリックしてください。 

ẽ中野区ホームページ URL：http://www.city.tokyo - nakano.lg.jp  

①インターネット申請( 電子申請)  

②電子申請・申請書ダウンロード 

③保育園・幼稚園 

④保育施設等の申請書ダウンロード ⇒必要な申請書をクリックし、ダウンロードしてください。 

 
■ダウンロードできる申請書一覧■ 

╖⌐ ⌂  

   □教育・保育給付支給認定申請書 

□保育所等利用申込書 

□家庭状況書①～③ 

□申込時確認シート 

□在職・内定証明書 

□就労状況申告書・週間スケジュール 

□月間スケジュール表 

□受託証明書 

□復職証明書 

□変更届 

□延長保育利用申込書 

 

■電子申請できる手続き■ 

 

∕─ ─  

□申込の取り下げ、入園承諾の辞退について 

□育児休業に伴う入所継続願 

□育児休業期間証明書 

□退園届 

□診断書 

□保育料支払証明書発行依頼書 

□多子世帯･要保護世帯保育料軽減申出書 

 

 

 

 

 

手続名 電子証明書 パソコンで申請 スマートフォンで申請 携帯電話で申請 

保育園入所申込の取り下げ届出 不要 可 不可 不可 

保育園延長保育の申込み取り下げ届出 不要 可 不可 不可 

保育園入所承諾の辞退届出 不要 可 不可 不可 

保育園延長保育承諾の辞退届出 不要 可 不可 不可 

保育園の退園届出 不要 可 不可 不可 

保育園延長保育の辞退届出 不要 可 不可 不可 

保育施設等の転園申込み 
※別途、在職証明書等の提出が必要です 

不要 可 不可 不可 

 

 

≪お問い合わせ先≫        

※保育施設の計画･新設･建替については・・・・・・・・・・ 幼児施設整備推進担当  ( ３２２８－８０８９ 

※保育施設の入所案内については・・・・・・・・・・・・・・・・・入園相談担当  ( ３２２８－８９６０ 

※私立幼稚園・認証保育所等の補助金について・・・・・・・保護者負担公平化担当  ( ３２２８－８９７９ 

※保育施設等の保育内容に関することは・・・・・・・・・・・・ 運営支援担当  (  ３２２８－８９４０  

─♄►fi꜡כ♪⌂≥ 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/105000/d014002.html
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⇔ ╖⌐ ⌂ ♅▼♇◒  ☑は必ずご提出ください。そのほかの書類は必要に応じてご提出ください。詳し

くは9～12ページをご覧ください。  ※書類提出後、追加で書類提出をお願いする場合があります。 
 

書類内容 
提出 
書類 

該当者 

教育・保育給付支給認定申請書（区様式） ☑  

保育所等利用申込書（区様式） ☑  

家庭状況書①～③（区様式） ☑  

申込時確認シート（区様式） ☑  

１ 

税
資
料 

平成  年度 住民税課税証明書 
（前年 1 月 1 日現在で居住していた区役所より発行） 

□ □父 □母 □祖父 □祖母 

生活保護受給証明書 □ □父 □母 □祖父 □祖母 

２ 

要
件
確
認
資
料 

在職内定証明書（区様式） □ □父 □母 □祖父 □祖母 

就労状況申告書・週間スケジュール（区様式） □ □父 □母 □祖父 □祖母 

自営業等( 親族経営含む) であることを証明する書類  
平成  年分 源泉徴収票 
平成  年分 確定申告書 
( いずれもない場合は登記簿謄本、個人事業主の開廃業届、 

営業許可証、収入証明書等)           *コピー 

□ □父 □母 □祖父 □祖母 

就職活動を証明する書類( 申込日より 1 か月以内のもの)  □ □父 □母 □祖父 □祖母 

月間スケジュール表(直近１か月分) シフト表(直近１か月分) ＊コピー □ □父 □母 □祖父 □祖母 

在学証明書 及び時間割 またはスケジュール表 □ □父 □母 □祖父 □祖母 

前職の退職日を証明する書類 □ □父 □母 □祖父 □祖母 

診断書（区様式） □ □父 □母 □祖父 □祖母 

障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳 ＊コピー □ □父 □母 □祖父 □祖母 □子 

在留カード(表・裏) または 特別永住者カード、パスポート ＊コピー □ □父 □母 □祖父 □祖母 □子 

資格外活動許可証 □ □父 □母 □祖父 □祖母 

児童扶養手当認定通知書、育成手当認定兼支払い通知書 

児童扶養手当証書、受理証明書( 離婚) 、戸籍謄本( 全部事項証

明)     ＊コピー 
□ □保護者 □子 

り災証明書 □ □父 □母 □祖父 □祖母 

３ 

保
育
状
況 

育児休業期間証明書（区様式） □ □父 □母  

復職証明書（区様式） □ □父 □母  

受託証明書（区様式） □ □子 

４ 

健
康
状
態 

母子手帳                ＊コピー 
「出産の状態」「早期新生児期の経過」 
「直近の健診結果」「予防接種」のページ 

☑ □子 

５ 

そ
の
他 

延長保育利用申込書（区様式）※区立園用 □  

不動産売買契約書、賃貸借契約書等 □  

認定こども園みずのとう入園申し込みに関する 

留意事項チェックシート ※園で配布 
□  

医師の診断書 ※居宅訪問型保育事業用 □ □子 

 □ □父 □母 □祖父 □祖母 □子 

 □ □父 □母 □祖父 □祖母 □子 


